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全国国税不服審判所部長審判官会議資料

管理室からの連絡事項

1 特定任期付職員の採用等

特定任期付職員については、令和元年7月’0日付で,4名（弁護士4名、税理士

6名、公認会計士4名）の民間専門家を国税審判官（特定任期付職員）として採用
し、民間専門家から登用した国税審判官の在籍者数（令和元年7月，0日現在）は
49名となった。

令和2年7月採用に向けた特定任期付職員については、令和元年8月，日 （木）
に募集を開始しており、令和元年10月25日 （金）を応募期限としている。

0

2審査請求の状況等

平成30事務年度は、審査請求事案の処理に当たり、実績評価における「1年以内
処理件数割合」の目標値を95％として迅速な処理に努めたところである。
令和元事務年度においても、引き続き、審査請求事案の的確な進行管理に取り組
み、迅速な処理に努める。
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令和元年フ月10日

国税不服審判所

’ 国税審判官（特定任期付職員）の採用について
I

○
国税不服審判所では、令和元年7月lO日付で14名（弁護士4名、税理

士6名、公認会計士4名）の民間専門家を国税審判官（特定任期付職員）

として採用しました。

なお、民間専門家から登用した国税審判官の在籍者数（令和元年7月10

日現在）は49名です。

(参考）

【特定任期付職員の採用状況】 単位：人
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※平成19年から民間専門家を採用。

※在職者数は各年度の7月10日現在の人数。
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なたの専門知識や経験を活かしてみませんか1

国税審判官＜特定任期付職員〉の蟇について

国税不服審判所では、弁護士、税理士、公認会計士などの高度な専門的知識や経験等を
有する方を国税審判官（特定任期付職員）として募集しています。

1!義職務内容

国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査･審理及び議決書の作成等

窒譲応募条件

(1)弁護士､税理士､公認会計士､大学の教授又は准教授等の職にあった経歴を有する者で、
国税に関する学識経験を有すること

(2)職務内容を遂行するために必要とされる高度の専門的な知識経験又は優れた識見を
有すると認められること⑦

S蕊募集⑮概要

（1）採用形態 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下、「任期付
職員法｣）に基づき、常勤職員の国家公務員として採用

（2）採用人数 15名程度

（3）採用日 令和2年ア月10B(金)(予定）

は）任用期間 採用日から2年間又はS年間（更新の可能性があります｡）

（5）勤務地 全国の国税不服審判所支部又は支所に配属（転勤の可能性があります｡）
（6）給 与 任期付職員法に基づき支給(年収S40万円から1,O10万円程度を予定）

厘蕊蕊蕊詞
（1）応募期間

言末n s仁 '~】仁 存）言）

雲／ （2）応募方法
国税不服審判所ホームページ（ http://www.IくfS.go.ib)から所定の履歴書をダウンロー

ドし、所要の事項を記入の上、下記の宛先に書面にて提出してください。
なお、資格証明書類も添付してください。

(3)選者方法

書類選者及び面接試験により選考します。

面接試験は、令和2年1月中に国税不服審判所において実施予定です。

1
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＜書類の提出先お問い合わせ先＞
‐ ： ．

国税不服審判所管理室総務係 ：
〒100=8978東京都千代田区霞が関3-f-1(財務省本庁舎4階)"､
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保存期間： 5年

(令和6事務年度末）全国国税不服審判所部長審判官会議資料

古和兀年10上

国税不服霧

審判部からの連絡事項

○，訂正裁決の未然防止

訂正裁決が発生した場合、これに対応するために多大な事務量が必要となるだけ
でなく、審判所に対する審査請求人等からの信頼が失われることになるから、訂正

、

裁決の未然防止に向けて適切な措置を講ずる°
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審判所文書保存年限5年 (注〉チェックシートは原義に添付
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保存期間： 5年

(令和6事務年度末）全国国税不服審判所部長審判官会議資料

合和元年10R

国税不服審

審判所当面の諸課題
、
Ｉ

1部長審判官又は支所長の今事務年度の課題及び取組方針

各部（支所）の所掌する事件の状況と職員の配置状況をどのように分析し、それ
を踏まえ、裁決の質的向上のために、各部及び支所においてどのように課題へ取り
組んでいるか又は取り組もうとしているか。

、

2新たな国税不服申立制度の施行による問題点や課題及び解決策

平成28年4月に新たな国税不服申立制度が施行されてからS年余りが経過した
が、事務を運営する中で見えてきた課題及び解決策等について伺いたい。
（1） 制度改正により口頭意見陳述の場で請求人が原処分庁に対し質問できるよう
になったことに加え､審判所が収集した証拠資料を含めた閲覧謄写が認められた
ことにより、事務量の増加が見込まれるが、的確かつ効率的な事務運営を行うた
めに各支部において工夫している点を伺いたい。

(2) 制度改正により新たに設けられた｢審理手続の申立てに関する意見聴取｣や｢同
席主張説明｣、 「口頭意見陳述」といった制度を一層有効に活用し、裁決の質的向
上につなげていくためには、どのような方策が考えられるか意見を伺いたい。
(S) その他､上記以外に各支部が直面している課題及びそれを解決するための方策
等があれば伺いたい。
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開

儀示〕 ■ 不
垂
死 示 ・ 部分開示

不開示理由（情報公開法第5条の該当号数）

1.個人関係2.法人関係(イ･ロ）3．国の安全関係4.公共の安全関係

5,審議･検討･協議関係6.事務･事業関係(本文･イ･口･ハ･ニ･ホ〉
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(令和6事務年度末）全国国税不服審判所部長審判官会議資料

苛和元年10た

詞税不朋寒

自由討議

○審判所におけるICTの利活用

税務行政を取り巻く環境が大きく変化し、調査・徴収業務が複雑．困難化してい
る現状を踏まえ、国税庁は平成29年6月に「税務行政の将来像」～スマート化を
目指して～を発表し、 ICTの活用による納税者利便の向上と事務運営の最適化
（スマート化）を通じ、納税者の信頼を確保することとしている。
審判所においても、適正・迅速な裁決を行うために、 ICTを利活用することによ
り審査請求事務の効率化・高度化を推進する必要がある。

ついては、 ICTを利活用して審査請求事務等を省力化する方策等について各支
部の意見を伺いたい。

、

「

U

情
報
公
開

続示〕・ 不 銅
I■■■■ 4

ホ ■ 部分開示

不開示理由（情報公開法第5条の該当号数）

1.個人関係2.法人関係(イ･ロ） 3．国の安全関係4.公共の安全関係

5.審議･検討･協議関係 6.事務･事業関係(本文･イ･ロ･ハ･ニ･ホ）
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